
様式第2号
令和 7年 9月 22日

事業計画書

公の施設の名称( 下関市蓋井島保健福祉館 )

団体名
蓋井島自治会

代表者氏名
自治会長

設立年月日

団体所在地
下関市大字蓋井島71

電話番号 FAX番号

E-mail

現在運営している

類 似 施 設
所 在 地 主な業務内容 管理運営期間

自 年 月 日

至 年 月 日

ss90242
タイプライターテキスト
別添３


ss90242
四角形



内容

管理運営に関する基本方針

下関市蓋井島保健福祉館（以下「保健福祉館」という。）は、昭和45年に建設され、蓋井島住民
（以下「島民」という。）の健康と福祉の増進を図るために、島民の健康管理に関する行事や、様々

な会合に利用されてきました。

離島という地域性から、現在、利用者は、専ら島民となっていますが、島民を特に優遇している

わけではなく、島外から利用者があれば、平等に取り扱います。

蓋井島自治会（以下「自治会」という。）は、保健福祉館の開館以来、55年に渡り、事故も無く、
管理運営を行ってきました。今後も、利用者の安全確保を第一とし、利用者の意見に耳を傾けなが

ら、円滑な管理運営を目指します。

業務の安全成績

事故発生

件数
死亡 重傷 軽傷

事故の原因

及び善後策

0件 0人 0人 0人

安全面に関する方策

保健福祉館にて働く職員(自治会員兼漁業協同組合職員)2名は、自治会で実施している避難訓練
及び救命講習に参加しています。

福祉政策に関する取り組み状況

障害者の雇用の有無 (雇用なし)

施設管理について

1 職員配置(指揮命令系統がわかる組織図を含む。)
自治会長及び自治会員2名を配置します。（全員併設の漁業協同組合職員を兼務しています。）

2 職員の研修計画

職員は漁業協同組合職員を兼務しているので、漁業協同組合において、個人情報保護の大事さ等

について研修を受けています。

自治会長

職員（自治会員兼漁協職員） 職員（自治会員兼漁協職員）



施設運営について

1 年間の事業計画（別紙）

・毎月１回下関市立市民病院巡回診療

・毎週１回安岡病院巡回診療

・３カ月に１回保健師健康相談

2 サービス向上のための方策

利用者の話を聞き、随時対応するようにします。

3 利用者等の要望の把握及び実現策

利用者の話を聞き、随時対応するようにします。

4 利用者のトラブルの未然防止及び対処方法

利用時に説明して理解を得るようにします。

5 その他（地域との連携、他施設との連携等）

保健福祉館は、島民の保健と福祉の増進を図るため、島民の生活と密接な関係である、漁村セン

ター（漁業協同組合所有）と、常に連携しながら、施設運営を行っています。

また、蓋井島は、島民のほとんどが水産業に従事しており、漁業協同組合が蓋井島内の中枢的な

役割を担っています。このことから、より島民の生活に寄り添った運営を図るため、漁業協同組合

との連携に重点を置きます。



注 1 「事業」とは、市が主催し、指定管理者が実施する各種講座、講演会等をいう。

2 欄が不足する場合は、別紙を添付してください。

個人情報の保護の措置について

個人情報の重要性を認識し、その都度対応していきます。

緊急時対策について

1 防犯、防災の対応

別紙 自主防災組織図及び避難確保計画に則り、対応をします。

2 その他緊急時の対応

別紙 自主防災組織図に則り、対応します。また、場合によっては、自治会長の指示に従い、臨機

応変に対応します。

その他特記事項

山口県離島振興計画(令和５年度から令和１４年度)に基づき、蓋井島内の振興が図られています。



様式第3号
収支計画書(令和8年度～令和12年度)

公の施設の名称( 下関市蓋井島保健福祉館 )

注 1 年度とは、4月から翌年3月までをいう。ただし、年度の途中に公の施設が設置

されたときは、初年度に限り、設置の日から翌年3月までを年度とする。

2 指定の期間が複数の年度にわたるときは、年度ごとに作成すること。

区分 金額(千円) 内訳

収 入
市からの委託金

0

その他
117 雑収入117,000円

収入合計(A) 117

支 出
人件費

0

事務費
2 消耗品2,000円

事業費
0

管理費
115 修理費10,000円

電気水道105,000円
支出合計(B) 117

収支(A)－(B) 0


